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持続可能な社会に向けたパラダイムシフト
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我が国が抱える環境・経済・社会の課題

経済の課題 社会の課題

環境の課題

相互に連関・
複雑化

環境・経済・社会の
統合的向上が求められる！

○温室効果ガスの大幅排出削減
○資源の有効利用
○森林・里地里山の荒廃、野生鳥獣被害
○生物多様性の保全 など

○少子高齢化・人口減少
○働き方改革
○大規模災害への備え など

○地域経済の疲弊
○新興国との国際競争
○AI、IoT等の技術革新への対応

など

ニホンジカによる被害
（環境省HPより）

H29年7月九州北部豪雨
（国交省HPより）

我が国人口の長期的推移
（国交省HPより）

平均地上気温変化分布の変化（H29環境白書より）

商店街の空き店舗率の推移
（中企庁HPより）

人工知能のイメージ（産総研HPより）
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第五次環境基本計画
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地域循環共生圏
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域内の再エネがエネルギー需要を上
回り、地域外に販売し得る地域
（エネルギー需要の約20倍にも及ぶ
再エネポテンシャル）
【一人あたりGDP 315万円】

域内の再エネでほぼ自給できる地域
【一人あたりGDP 334万円】

再エネを他地域から購入する地域
【一人あたりGDP 681万円】
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出典：環境省（「平成27年版環境白書」より抜粋）
※再エネポテンシャルからエネルギー消費量を差し引いたもの。実際に導入するには、技術や採算性などの課題があり、導入可能量とは異な

る。
※今後の省エネの効果は考慮していない。

再エネポテンシャルと域内一人当たりGDPの関係

再生可能エネルギーの地域別導入ポテンシャル
日本全体では、エネルギー需要の1.7倍の再エネポテンシャルが存在。
2050年80％削減に向けて、再生可能エネルギーのポテンシャルは豊富だがエネルギー需要
密度が低い地方と、エネルギー需要密度が高い都市との連携は不可欠になると考えられる。
これにより、資金の流れが、「都市→中東」から「都市→地方」にシフト。
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• 「内閣官房 まち・ひと・しごと創生本部」における地域経済分
析システム（RESAS）にも搭載。(https://resas.go.jp)

地域経済循環分析（地域の「家計簿」ツール）

都市圏及び市町村単位で、地域の所得（お金）の流れを生産、分配、支出
（消費、投資等）の三面で「見える化」することで、地域経済の全体像と地
域からの所得の流出入を把握することが可能。
特に、地域経済の衰退原因は「稼ぐ力」が小さい場合だけでなく、地域からの
「所得の漏れ」に影響されることも多いため、所得の循環構造を把握すること
が重要。
この分析によって、「地域に稼ぐ力があるか？」「地域住民の所得がいくら
か？」「地域からどの段階で所得がどの程度漏れているか？」「地域の産
業構造は？」「地域からエネルギー代金の流出はどの程度か？」などの地
域の経済の特徴（長所・短所）を分析することが可能。



地域の所得循環構造②

注）消費＝民間消費＋一般政府消費、投資＝総固定資本形成（公的・民間）＋在庫純増（公的・民間） 8

自然資本（環境） 人的資本 人工資本 社会関係資本

地域資源ストック：フローを支える基盤

注）石炭・原油・天然ガスは、本データ
ベースでは鉱業部門に含まれる。

産業別付加価値額

生 産 支 出

地域外

消費

投資

域際収支

億円

億円

億円

付加価値額(十億円)

域際収支(十億円)

フローの経済循環

分 配

注） その他所得とは雇用者所得以外の所得であり、
財産所得、企業所得、税金等が含まれる。

（投資の約1.5％）

約134億円

民間投資の流入：

卸売業、情報通信業、一般機
械、輸送用機械、公務、対事
業所サービス、住宅賃貸業、
対個人サービス、公共サービ
ス、小売業

所得の獲得：

（消費の約4.4％）

約1,569億円

民間消費の流出：

8,745

2,887

35,846

その他所得（20,368億円）

雇用者所得（27,109億円）

広島市総生産（/総所得/総支出）47,478億円【2013年】

⑩
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エネルギー代金の流出：

約1,668億円 （GRPの約3.5％）

石炭・原油・天然ガス：約108億
円
石油・石炭製品：約1,238億円

電気：約281億円

ガス・熱供給：約41億円
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支払い

エネルギー輸入

地域でお金が回る仕組み

地域の再生可能エネルギーの活用等による地域経済への効果

収入

エネルギー提供

雇用

日本全体で約20兆円/年＝
5万人の自治体で約75億円/年

食料品, …
原料品, …

鉱物性燃…

化学製品, 
8.6, 10%

原料
別製
品, 
7.5, 
9%

一般機械, 
7.9, 10%

電気機器, 
12.3, 15%

輸送用機
器, 3.5, 

4%

その他, 
11.4, 14%財務省貿易統計2018
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ドイツの事例：総合インフラ企業シュタットベルケ
～ドイツ・オスナブルック市（20万都市）を例に～

電力事業
販売量： 1,100 GWh/年
契約戸数: 37,113戸
所有配電網全長: 2,323 km

ガス事業
販売量: 2,900 GWh/年
契約戸数: 30,138戸
ガス管全長: 807 km

地域熱供給事業
販売量: 56 GWh/年
契約戸数: 305戸
熱供給管全長: 9 km

上水道事業
販売量: 10,0 Mio. m³/年
契約戸数: 32,339戸
水道管全長: 635 km

公営プール事業
プール数: 3
利用者: 125万人/年

バス交通事業
バス台数: 156台
延べ乗客数: 3600万人/年

下水道事業
下水量: 21,5 Mio. m³/年
処理場数: 3

ホールディング会社

各事業会社

ホールディング会社の下に、各事業会社が存在。事業会社間の損益は相殺することが会計上可
能。赤字のバス事業を黒字のエネルギー事業で賄う。
バス事業の存続のために市民はシュタットベルケと電力契約。8割の契約率。
地域の雇用にも貢献（900人の職員）。
ドイツでは全国に約900社、ドイツの電力の50％を供給。
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■都市と農山漁村の交流・連携
• 都市圏と地方圏がそれぞれの特性を活かして、農林

水産品や生態系サービス、人材や資金などを補い合
いながら、地域を活性化。

都市住民が農村の再エネを購入（世田谷区・川場村）

東京都世田谷区と群馬県川場村は縁組協定を結び古くから
交流。2016年に発電事業に関する連携・協力協定を締結。
川場村の木質バイオマス発電の電力を世田谷区民が購
入。

資料：東京都世田谷区、群馬県川場村

■再生可能エネルギー資源の活用
• 地域の自治体・企業が連携して、再エネ資源等を活

用し、地域にエネルギーを供給することで、地域内経
済循環を拡大し、雇用を創出。

自前の需給管理で地域内のエネルギー活用（米子市）

鳥取県米子市と地元企業5社で地域エネルギー会社「ローカル
エナジー㈱ 」を設立し、地域内の再エネ等を最大限活用。エネ
ルギーの地産地消、新たな資金循環に加え、自前の需給管理
により地域に新たな雇用を創出。

国内で進んでいる取組事例
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発電事業者
（地域資源の活用）

電力小売事業

太陽光発電

風力発電

地域新電力会社

電気の使用者

公共施設

家庭

工場等

電力供給

電気代

電力供給

地域の生活
支援サービス

電気代

地域に合った形に改良

営業利益

地域のための電力供給事業による様々な地域還元

新たな事業開発による

雇用創出と
税収増加

利益を財源とした

地域の生活支援
サービスの充実

エネルギー需給管理による

再エネ導入
可能量拡大

電気代の割引や災害時の電力供
給等による

魅力度向上

バイオマス発電

出典：E-konzal榎原氏

地域新電力（自治体新電力）
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地方公共団体実行計画 （地球温暖化対策推進法第21条）

【事務事業編】
地球温暖化対策計画に即し、全ての地
方公共団体に策定を義務づけ
内容：地方公共団体自らの事務事業に
伴い 発生する温室効果ガスの排出削減
等の措置

（例）庁舎・地方公共団体が管理する施
設の省エネ対策 等

【区域施策編】
地球温暖化対策計画に即し、都道府県、政令指定都市、中核市、施行時特例市に
策定を義務づけ。
施行時特例市未満の市町村にも策定の努力が求められる。
内容：区域の自然的社会的条件に応じ温室効果ガスの排出抑制等を行うための施
策に関する事項（以下の４項目）
• 再生可能エネルギー導入の促進
• 地域の事業者、住民による省エネその他の排出抑制の推進
• 都市機能の集約化、公共交通機関、緑地その他の地域環境の整備・改善
• 循環型社会の形成
都市計画等温室効果ガスの排出抑制と関係のある施策と実行計画の連携

地方公共団体実行計画の策定率(2018年10月調査時点）

都道府県 47 47 100.0% 47 100.0%
指定都市 20 20 100.0% 20 100.0%
中核市 54 54 100.0% 54 100.0%

施行時特例市 31 31 100.0% 31 100.0%
その他 1,636 1,378 84.2% 371 22.7%

合計 1,788 1,530 85.6% 523 29.3%

団体区分 団体数
事務事業編

策定団体数・策定率
区域施策編

策定団体数・策定率

1 高知県 94.3% 1 東京都 60.3%

2 埼玉県 85.9% 2 京都府 59.3%

3 愛知県 83.6% 3 神奈川県 52.9%

4 東京都 82.5% 4 新潟県 45.2%

5 富山県 81.3% 5 石川県 45.0%

6 静岡県 80.6% 5 島根県 45.0%

7 山口県 80.0% 7 愛知県 41.8%
・・・ ・・・

41 福島県 45.0% 41 和歌山県 12.9%

42 岩手県 44.1% 42 奈良県 12.5%

43 長野県 39.7% 43 秋田県 11.5%

44 青森県 39.0% 44 北海道 10.0%

45 和歌山県 38.7% 44 福島県 10.0%

46 鳥取県 35.0% 46 青森県 9.8%

47 奈良県 20.0% 47 宮城県 8.3%

事務事業編 区域施策編
期間を経過していない計画策定率

（ 期間中率 60.1％ 25.6% ）

地方公共団体実行計画（事務事業編・区域施策編）策定・実施マニュアルや策定支援ツールを公表中
環境省 総合環境政策 地域循環共生圏 地方公共団体実行計画 地方公共団体実行計画支援サイト
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１．地域経済循環分析を用いたエネルギーの地産地消による地域課題解決のコンセプトの共有

２．公共施設の省エネ・再エネ・地域の率先垂範（＝事務事業編）

３．行政区域全体での省エネ・再エネ、ステークホルダー間の連携
（＝区域施策編）

４．地域循環共生圏の構築
（自立分散型エネルギーシステム構築／地域の脱炭素化）

４．地域循環共生圏の構築
（自立分散型エネルギーシステム構築／地域の脱炭素化）

• 地域新電力の設立：公共施設への電力供給
から企業・家庭へ拡大、併せて地域課題解決ビ
ジネスへの拡張

• 地域間連携／地域新電力間での連携（受給
管理・決済システム、電源の共同調達）

• 避難施設等への再エネ設備導入
• 廃棄物処理施設のエネルギーセンター化
• 上下水道などの公共施設の設備を活用したエ

ネルギーシステムのモデル構築

地域循環共生圏の構築に向けたStepの例
地方公共団体実行計画を足掛かりとしつつ、地域新電力を核として、公共施
設を活用したエネルギーの地産地消と地域課題解決の好循環を生み出す
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エネルギー×地域ビジネス×イノベ×食

横浜市・東北12市町村の連携事例①
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エネルギー×地域ビジネス×イノベ×食

横浜市・東北12市町村の連携事例②
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激甚災害「台風15号」 停電を回避した防災拠点エリアについて
地元自治体（睦沢町）も出資している地域新電力（※）「CHIBAむつざわエナジー」が、地中化され
た自営線による「省CO2・エネルギー自給型防災拠点エリア」を構築。自立分散電源を活用した電力・
熱の地産地消事業を開始。
9/9、激甚災害指定を受けた「台風15号」の影響により、当該防災拠点エリアも一時的に停電。
停電発生後、直ちに停電した電力系統との切り離しを行い、域内は迅速に電力が復旧。域内の住民
は、通常通りの電力使用が可能となった。
さらに、エリア内の温泉施設において、停電で電気・ガスが利用できない域外の周辺住民（9/10-11
の2日間で800名以上）への温水シャワー・トイレの無料提供。「レジリエントな防災拠点」としての機
能を発揮。 ※）地域新電力：地域内の発電電力を最大限に活用し主に地域内

の公共施設や民間企業、家庭に電力を供給する小売電気事業

【
周
辺
店
舗
や
住
戸
が
停
電
す

る
中
、
明
る
く
輝
く
道
の
駅

（
上
）
と
住
宅
（
右
）
】

（出典：ANN NEWS）【長蛇の列となった温泉施設】

・温水が使えたのがありがたかった。
・2～3,000円お支払いしたいくらい気持ち

よかった。
（温泉施設を利用した住民の声）
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気候変動に代表される地球環境問題は、地域の暮らしを脅かす地域の問題。
地球環境や人類社会の危機感を背景に、2015年のSDGsやパリ協定などを契機
として国際社会は大きく動いている。遠からず、SDGsへの対応や炭素の排出量で
地域が評価される時代がやってくる。
環境・経済・社会の統合的向上・同時解決が必要となるが、SDGsはゴール実現の
手法や17のゴールが実現された将来像までは示されていない。
→実現には、様々な人が共感できる地域の将来像が必要。

地域が抱える課題・ニーズや資源を踏まえた「地域循環共生圏」として包括的な地
域の将来像を共有し、具体化していくことが重要。
この過程において、多様なステークホルダーの連携を促し、実現に必要な資金・人
材・技術・情報等を分野を超えて連携させることも可能に（＝パートナーシップ）。

まとめ

お問合せ先：

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

脱炭素イノベーションによる地域循環共生圏構築事業（一部 総務省・経済産業省・国土交通省 連携事業）

事業イメージ

委託事業 ／ 間接補助事業（定額,2/3,1/2,1/3,1/4）

（１）脱炭素型地域づくりモデル形成事業
① 地域の多様な課題に応える脱炭素型地域づくりモデル形成事業（FS・地域協議会支援）

② 脱炭素型地域づくりに向けた地域のネットワーク構築事業

（２）地域の自立・分散型エネルギーシステムの構築支援事業

① 地域循環共生圏の構築に向けた取組の評価改善事業

② 地域の再エネ自給率向上を図る自立・分散型地域エネルギーシステム構築支援事業

③ 配電網の地中化による再エネの推進と防災能力の向上支援事業

（３）地域の脱炭素交通モデルの構築支援事業

① 自動車CASE活用による脱炭素型地域交通モデル構築支援事業

② グリーンスローモビリティの導入実証・促進事業

③ 交通システムの低炭素化と利用促進に向けた設備整備事業

• 地域循環共生圏の構築に資する取組の実現の蓋然性を高めるとともに、地域の実施体制の構築を行う。

• 地域の自立・分散型エネルギーシステムや脱炭素交通モデル構築に向けた事業を支援し、将来的な地域循環共生圏の

構築を目指す。

2050年温室効果ガス総排出量80%削減の実現に向けた、地域循環共生圏の構築を目指します。

【令和２年度要求額 9,650百万円（6,000百万円）】

民間事業者・団体、地方公共団体等

令和元年度～令和５年度

地球環境局地球温暖化対策事業室ほか:03-5521-8339/55 大臣官房総合環境政策統括官グループ環境計画課ほか:03-5521-8233
水・大気環境局自動車環境対策課：03-5521-8303

■委託先及び補助対象

再エネ等の
地域資源の活用による
脱炭素型地域づくり

＝経済・社会の課題にも対応

再エネ拡大・買取期
間終了後の再エネ由
来電力の活用／資源
生産性向上に係る事
業の実現可能性調査

協議会・情報
発信を通じた
地域の合意形
成・理解醸成

地方公共団体 国

取組の
評価・
全国展開

自立・分散型地域エネルギーシステム
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令和元年度地域の多様な課題に応える脱炭素型地域づくりモデル形成事業における採択自治体をマッピングしたもの（新規・継続）

①１号事業（再エネFS） ２８事業
②２号事業（循環資源FS）１９事業
③３号事業（地域協議会） １６事業

計６３事業・４９団体
【北海道】（6事業・４団体）

①士別市（太陽光・風力・水力）
①石狩市（太陽光・風力・

木質バイオマス・雪氷）
①八雲町（主にバイオガス）
①興部町（主にバイオガス）
③士別市
③興部町

【福島県】（７事業・５団体）
①郡山市（廃棄物発電・太陽光）
①喜多方市（バイオガス）
①二本松市（太陽光・木質バイオマス）
①新地町（風力）
③二本松市
③三島町
③新地町

【秋田県】（１事業・１団体）
②大潟村（稲わらのバイオガス化）

【山梨県】（１事業・１団体）
①甲斐市（木質バイオマス）

【長野県】（１事業・１団体）
①飯田市（太陽光）

【熊本県】（１事業・１団体）
①小国町（地熱）

【群馬県】（１事業・１団体）
①上野村（木質バイオマス・太陽光）

【東京都】（１事業・１団体）
②府中市（剪定枝の活用）

【新潟県】（１事業・１団体）
①新潟市（太陽光）

【鹿児島県】（３事業・３団体）
②志布志市（使用済紙おむつ再資源化施設から発生する

廃プラスチックの固形燃料化）
②大崎町（し尿処理施設におけるメタン発酵）
③肝付町

【大分県】（１事業・１団体）
②国東市（農業残稈の堆肥化）

【滋賀県】（１事業・１団体）
①湖南市（太陽光、バイオガス、木質バイオマス）

【岩手県】（３事業・２団体）
①陸前高田市（木質バイオマス・バイオガス）
③陸前高田市
③久慈市

【神奈川県】（３事業・３団体）
①逗子市（主に太陽光）
②川崎市（IoTを活用した収集運搬の効率化）
②秦野市（里地里山の木質バイオマスの活用）

【富山県】（１事業・１団体）
①富山市

（太陽光、小水力、地中熱 他）

【山口県】（２事業・２団体）
①宇部市（太陽光、風力）
①美弥市（木質バイオマス）

【福岡県】（４事業・２団体）
②福岡県（業務用冷蔵冷凍庫のリファービッシュ）
②北九州市（IoTを活用した収集運搬の効率化）
②北九州市（小型二次電池のリサイクル拠点化）
③北九州市

【栃木県】（１事業・１団体）
①宇都宮市（太陽光）

【兵庫県】（２事業・２団体）
②宝塚市（家畜糞尿を活用した

バイオガス発電）
②西脇市（廃棄物、バイオマス資源の

エネルギー化）

【長崎県】（３事業・２団体）
①対馬市（木質バイオマス）
②長崎県（液肥の活用）
③対馬市

【佐賀県】（３事業・２団体）
①唐津市（太陽光）
③唐津市
③佐賀市

【山形県】（３事業・２団体）
①長井市（太陽光・水力）
②飯豊町（家畜糞尿のバイオガス化）
③長井市

【奈良県】（２事業・１団体）
①生駒市（太陽光）
②生駒市（資源回収ステーションを

中心とした地域づくり）

【沖縄県】（６事業・３団体）
①宮古島市（風力）
②名護市（家畜糞尿や食品残渣のバイオガス化、

消化液の堆肥化）
②竹富町（生ごみの広域処理）
③名護市
③竹富町

【千葉県】（２事業・１団体）
①山武市（木質バイオマス、太陽光）
③山武市

【福井県】（１事業・１団体）
①坂井市（木質バイオマス）

【石川県】（１事業・１団体）
①加賀市（小水力、風力、

太陽光、廃棄物発電）

【宮城県】（１事業・１団体）
②仙台市（食品ロス削減に向けた

フードドライブの活用）

【岡山県】（１事業・１団体）
②真庭市（可燃ごみ50％削減のための

組成調査、収集運搬の効率化）

R1地域の多様な課題に応える脱炭素型地域づくりモデル形成事業
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地域の多様な課題に応える脱炭素型地域づくりモデル形成事業
2019年度採択団体事業一覧（中国地域）

採択団体 地域資源 事業概要
山口県
宇部市

太陽光
風力

2019年度に宇部地域エネルギー会社を設立し、再生可能エネルギーである市焼却場バイオマス
発電や市内太陽光発電を効率的に活用することで、地域内で電力を循環させる仕組みを作るた
め、引き続き関係者による協議を進め、会社の組織体制や、市内民間企業と連携した市民サー
ビスの検討等の事業計画の策定する。

山口県
美弥市

木質バイオマス 地域内でのエネルギー需要のポテンシャルやバイオマス原燃料の製造・供給システム等の調査、検
討を行い、技術・経済面から自立可能な美祢市内での木質バイオマスエネルギーの地産地消シス
テムの構築検討を行うとともに、木質バイオマスエネルギーの取組を端緒に秋吉台の保全など、地
域循環共生圏構築に向けた仕組みを検討することを目的とする。

岡山県
真庭市

生ごみ 可燃ごみの組成調査、生ごみの収集運搬効率化調査を通じ、可燃ごみ50％減に向けた実現可
能性調査を行う。
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地域の多様な課題に応える脱炭素型地域づくりモデル形成事業～山口県美弥市～
地域が目指す地域循環共生圏の姿

・木質バイオマスエネルギーの地産地消体制の構築による地域林業の経営力維持
・コンパクトな地域循環モデル構築を端緒に地域一帯のバイオマスへの熱エネルギーシフト
・林産活動の事業量維持による地域の適正な森林整備・貴重な秋吉台の景観保全
・森林資源の活用による秋吉台の保全を通じた新たな広域連携体制の構築
・市民参加など多様な主体の参画による森林整備とバイオマスエネルギーの取組の推進

地域の多様な課題に応える脱炭素型地域づくりモデル形成事業の情報交換会資料より抜粋
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地域の多様な課題に応える脱炭素型地域づくりモデル形成事業～岡山県真庭市～
地域が目指す地域循環共生圏の姿

多彩な地域性+多様な地域活用したい地域資源は、バイオマス全般（木質バイオマス、し尿・汚泥、生ごみ、廃食
用油・・等）、そして未利用の廃棄物も資源化物として活用
ごみ削減→処理場の集約化→財政健全化、CO２排出量の大幅削減
資源化・有効利用→農業や観光業、関連事業の振興
資源+住民の思い⇒真庭ライフスタイルの実現

地域の多様な課題に応える脱炭素型地域づくりモデル形成事業の情報交換会資料より抜粋



お問合せ先：

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

環境で地方を元気にする地域循環共生圏づくりプラットフォーム事業費

事業イメージ

共同実施／請負事業

「第五次環境基本計画」（平成30年４月閣議決定）では、地域の活力を最大

限に発揮する「地域循環共生圏」の考え方を新たに提唱した。これを受け、地

域循環共生圏づくりプラットフォームを構築し、①～④の業務を行う。

①地域循環共生圏の創造に向けて取り組む地域・自治体の人材の発掘、地域の

核となるステークホルダーの組織化や、事業計画策定に向けた構想の具体化

などの環境整備を推進する。

②地域・自治体が、地域の総合的な取組となる事業計画を策定するにあたっ

て、

必要な支援を行う専門家のチームを形成し派遣する。

③先行事例を詳細に分析・評価し、その結果を他の地域・自治体に対して

フィードバックすることにより、取組の充実を促す。

④都市部のライフスタイルシフト等に向けた戦略的な広報活動（シンポジウム

の開催、国内外への発信）等を実施することにより、取組の横展開を図る。

① 地域循環共生圏創造に向けた環境整備

② 地域循環共生圏創造支援チーム形成

③ 総合的分析による方策検討・指針の作成等

④ 戦略的な広報活動

地域循環共生圏の創造を強力に推進するため、地域循環共生圏づくりプラットフォームを構築します。

【令和２年度要求額 500百万円（500百万円）】

地方公共団体／民間事業者・団体

令和元年度～令和５年度（予定）

環境省大臣官房環境計画課 電話：03-5521-8328

■共同実施先・請負先

地域循環共生圏

民間団体
地域循環共生圏づくり
プラットフォーム

地域
・

自治体

事業スキーム

環境省

NPO/NGO 等経営の専門団体 …

請負 支援

派遣指示登録

【参考】
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【北海道】
・長沼町（北海道夕張群長沼町）

【宮城県】
・一般社団法人 Reborn-Art Festival
（宮城県石巻市）
・一般社団法人 サスティナビリティセンター
（宮城県本吉郡南三陸町）

【静岡県】
・浜松市（静岡県浜松市）
・伊豆半島ジオパーク推進協議会
（静岡県伊豆半島15市町（沼津市、熱海市、三島市、
伊東市、下田市、伊豆市、伊豆の国市、賀茂郡東伊豆町、
河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町、田方郡函南町、
駿東郡長泉町、清水町））
・富士宮市（静岡県富士宮市）
・裾野市深良地区まちづくりコンソーシアム（静岡県裾野市）

【長野県】
・根羽村
（長野県下伊那郡根羽村）
・一般社団法人 スマート・テ
ロワール協会
（長野県上高井郡小布施町）

【熊本県】
・小国町〈熊本県〉
（熊本県阿蘇郡小国町）
・熊本県、南阿蘇村
（熊本県阿蘇郡南阿蘇村）

【岡山県】
・真庭市（岡山県真庭市）
・エーゼロ 株式会社
（岡山県英田郡西粟倉村）

【鹿児島県】
・奄美市（鹿児島県奄美市）
・徳之島地区自然保護協議会
（鹿児島県大島郡徳之島町）

【徳島県】
・コウノトリ定着推
進連絡協議会
（徳島県徳島市）

【大阪府】
・環境アニメイティッドやお

（大阪府八尾市）

【滋賀県】
・認定特定非営利活動法人 まちづくりネット
東近江〈東近江市環境円卓会議事務局〉
（滋賀県東近江市）

【岩手県】
・特定非営利活動法人 仕事人倶楽部
（岩手県北岩手９市町村(久慈市、二戸市、
九戸郡軽米町、洋野町、九戸村、野田村、二
戸郡一戸町、岩手郡葛巻町、下閉伊郡普代
村））

【神奈川県】
・小田原市（神奈川県小田原市）

【富山県】
・国立大学法人 富山大学

（富山県富山市）

【島根県】
・AMAホールディングス 株式会社
（島根県隠岐郡海士町）

【福岡県】
・宗像国際環境会議実行委員会
（福岡県宗像市）
・一般社団法人 九州循環共生協議会
（福岡県朝倉市）

【三重県】
・おわせSEAモデル協議会

（三重県尾鷲市）

【京都府】
・亀岡市
（京都府亀岡市）

【兵庫県】
・公益財団法人 地球環境
戦略研究機関〈IGES〉
（兵庫県宝塚市、川西市、
川辺郡猪名川町）

【佐賀県】
・鹿島市ラムサール条約推進協議会
（佐賀県鹿島市）

【和歌山県】
・みなべ・田辺地域世界農業遺産推進協議会
（和歌山県田辺市、日高郡みなべ町）
・那智勝浦町（和歌山県東牟婁郡那智勝浦町）

【福島県】
・会津森林活用機構 株式会社、
会津地域森林資源活用事業推進協議会
（福島県会津地域13市町村（喜多方市、会津若松市、
耶麻郡西会津町、磐梯町、猪苗代町、北塩原村、
河沼郡会津坂下町、柳津町、湯川村、大沼郡三島町、
金山町、会津美里町、昭和村））

【奈良県】
・奈良市（奈良県奈良市）

【沖縄県】
・宮古島市（沖縄県宮古島市）
・国頭村（沖縄県国頭郡国頭村）

【石川県】
・七尾街づくりセンター株式会社

（石川県七尾市）

R1地域循環共生圏づくりプラットフォームの構築に向けた地域循環共生圏の創造に
取り組む活動団体の選定団体（計３５団体）
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地域循環共生圏づくりプラットフォームのイメージ
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地域循環共生圏WEBページについて
地域循環共生圏の普及を推進するため、令和元年９月30日にウェブサイトをオープン
URL : https://www.env.go.jp/policy/chiikijunkan/platform

＜掲載済のコンテンツ＞
○実践地域等登録制度
地域循環共生圏のコンセプトに基づき、地域循

環共生圏を構築・創造している／したい地域・団
体を登録し、事務局からのメール配信やウェブ上で
の地域や団体間の交流、ネットワーク形成の促
進、開催する関連イベント・シンポジウムの情報提
供、相談などのサポートを行う

○事業紹介
本事業の紹介、今年度採択された35団体の活

動概要の掲載など

今後、人材リストや民間企業等のデータベースな
ど、順次コンテンツを追加予定
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環境省 エネルギー対策特別会計ポータルサイト

業種・目的別に、環境省の支援事業を検索することができます。

http://www.env.go.jp/earth/earth/ondanka/enetoku/index.html


